
Ⅲ 決算に関する情報  

 

○ 平成１９年度決算（エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定） 

 

・歳入歳出決算の概要 

（単位：百万円） 

歳 入 歳 出 

一 般 会 計 よ り 受 入 317,900 電 源 立 地 対 策 費 158,645

周辺地域整備資金より受入 12,798 電 源 利 用 対 策 費 46,470

独立行政法人納付金収入 1,372

雑 収 入 1,814

独立行政法人運営費・施設 

整 備 費 

149,851

前 年 度 剰 余 金 受 入 98,355 周辺地域整備資金へ繰入 11,000

事 務 取 扱 費 5,636 

予 備 費 等 0

合 計 432,240 合 計 371,603

※１ 百万円未満切り捨てのため、合計が一致しないことがある。 

２ 百万円未満の計数がある場合には「0」で表示し、該当計数がない場合は「-」

で表示している。 

 

・歳入歳出の決算上の剰余金の額、当該剰余金が生じた理由及び当該剰余金の処理の

方法 

（剰余金の額） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６０，６３６百万円 

（剰余金が生じた理由） 

歳出予算のうち現実に支出されなかった部分（翌年度繰越額、歳出不用額）が

あったため。 

（剰余金の処理の方法） 

特別会計に関する法律第８条第１項の規定に基づき、翌年度以降のエネルギー

対策特別会計電源開発促進勘定の財源として活用される。 

（剰余金と一般会計からの繰入れの関係） 

  エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定においては、特別会計に関する法律

第９１条に基づき、目的税（電源開発促進税）を一度一般会計に組み入れた上で、

第８条第１項に基づき翌年度の歳入に繰入れられる剰余金の状況と当該事業の経

費に照らし必要な金額を、「予算で定めるところにより」、特別会計に繰入れら

れることとされている。その結果として、剰余金の見合いの額について歳入予算

における一般会計からの繰入額が減少することとなり、一般会計の歳出圧縮に貢

献している（剰余金から一般会計への繰入れを行った場合と同様の効果となる）。 

 

・平成１９年度末における資金の残高 

（資金の残高（平成２０年３月３１日）） ・・・・・・・・１２２，５８７百万円 



（平成１９年度決算により組み入れる額）・・・・・・・・・・・３，４６２百万円 

（資金の目的） 

エネルギー対策特別会計電源開発促進勘定においては、特別会計に関する法律

第 92 条第 1 項の規定により周辺地域整備資金を置き、電源立地の進展に伴って、

将来発生する周辺地域整備交付金その他の発電の用に供する施設の設置及び運転

の円滑化に資するための財政上の措置に要する費用を確保することとしている。 
  （資金の水準） 

電気事業法第 29 条第 1 項に基づき経済産業大臣に提出された平成１８年度供
給計画（平成１８年３月）において運転準備中あるいは着工準備中となっている
原子力発電所のうち、本資金設置年度に着工に至っていなかった１２基について、
運転開始までに必要となる電源立地地域対策交付金等の支出額を交付規則等に基
づき積算した結果、総額約１，７００億円となる。 

 

 

 （平成１８年度電力供給計画の概要より） 

 

・その他特別会計において経理されている事務及び事業の内容に照らし必要と認める

事項 

（省庁別決算額） 

 文部科学省分決算額 

  歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６１，１８６百万円 

  歳出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５１，８４３百万円 

 経済産業省分決算額 

   歳入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２７１，０５４百万円 

   歳出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１９，７５９百万円 


